
 

 
 

令 和  ８  年 
 
 
 

第２回赤穂市教育委員会提出議案参考資料 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 赤穂市教育委員会 
 

 

 

 



 

 

 



 

 

令和８年第２回赤穂市教育委員会提出議案参考資料 

 

 

資料１  令和８年度赤穂市予算の概要（教育委員会関係部分抜粋） 

資料２  特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

新旧対照表 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1



 

 

 

 

 

 

 

 

令和８年度赤穂市予算の概要 

（教育委員会関係部分抜粋） 
 

2

3016
資料１



5 

 

Ⅱ 令和８年度市の予算 

１ 令和８年度は、２０３０赤穂市総合計画に掲げる将来像「自然と歴史に育

まれ 笑顔と希望あふれる 活力のあるまち｣を実現するための４つの柱で

ある、 

    【安心】誰もが健やかに暮らせる安心と安全のまちづくり 

     【快適】自然環境と都市環境とが調和した住みやすいまちづくり 

      【元気】産業と地域資源を活かした魅力あふれるまちづくり 

       【人】歴史と文化が息づく人とコミュニティを育むまちづくり 

を着実に推進し、各種施策・事業に取り組むこととする。また、国・県の予算

の状況や地方財政対策の動向に留意しながら、個々の事業における緊急性、必

要性を慎重に見極め、選択と集中により事業を実施することによって、財源の

充実確保と行財政の健全運営に配意する。 

 

(1) 誰もが健やかに暮らせる安心と安全のまちづくり 

・誰もが安心して暮らせる地域社会の構築 

福祉のまちづくりの推進、子ども・子育て支援の推進、障害者地域生

活支援事業の推進、高齢者の日常生活の支援強化、乳幼児等医療費助

成事業の推進等 

・健康づくりの推進といのちを守る地域医療の充実 

予防接種費助成事業の推進、母子保健・健康増進事業の推進等 

・安全な暮らしを実現する強靭な都市基盤の整備 

防災・減災対策の推進、防災・防犯意識の啓発、密集住宅市街地整備

促進事業、消防・救急体制の充実、交通安全施設整備、消費者行政活

性化事業の推進等 

 

(2) 自然環境と都市環境とが調和した住みやすいまちづくり 

・快適で魅力ある都市空間の形成 

地籍調査事業、都市計画街路・道路・橋梁などの生活道路網の整備、

市内循環バス運行事業、デマンドタクシー運行事業、都市公園安全・

安心対策事業等 
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・自然環境の保全と住環境の充実 

自然環境の保全、環境基本計画推進事業、水道事業、公共下水道事業、

脱炭素社会に向けた取組推進、ごみ減量・資源化対策の推進、土地区

画整理事業、空家等対策事業等 

 

(3) 産業と地域資源を活かした魅力あふれるまちづくり 

・活力とにぎわいのある地域産業の振興 

地産地消事業の推進、赤穂ブランドの推進、農地・水保全管理事業、

商業振興事業の推進、企業立地促進事業、観光魅力発信事業等 

・さまざまな人・地域との活気ある交流の促進 

定住自立圏構想の推進、連携中枢都市圏構想の推進、姉妹都市等都市

間交流の推進、国際交流の推進、定住支援の充実等 

 

(4) 歴史と文化が息づく人とコミュニティを育むまちづくり 

・次代を担う人材を育てる教育の推進 

学校園施設整備の推進、特別支援教育の推進、グローバル化教育の推

進、青少年健全育成の推進等 

・歴史や文化、スポーツを通じた市民が活躍できる地域コミュニティの

構築 

公民館事業の推進、市民総合体育館整備事業、スポーツ推進事業、人

権意識の啓発、男女共同参画社会づくりの推進、文化会館自主事業

助成、赤穂国際音楽祭の開催、文化会館等の施設整備、赤穂城跡整

備、文化財の保存整備と公開活用、地域文化財調査事業の推進、集

会施設設置事業、地区まちづくり支援事業の推進等 

・市民と協働する市政運営の推進 

高度情報化推進事業、定員管理の適正化、人材の育成、健全な財政運

営の推進、小・中学校における情報教育の推進、地域情報化基盤の整

備促進、図書館情報化システム等による市民の情報活用への支援、広

聴・広報の充実、情報公開・個人情報保護の推進等 
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２ 執行体制の整備と職員づくり 

(1) 職員の定数管理  職員定数 １,１３２人 

正 規
会計年度任用
（ フ ル ）

会計年度任用
（ パ ー ト ）

計

(15) (15)

607 507 65 480 1,052

50 36 1 6 43

(4) (4)

475 358 46 152 556

(19) (19)

1,132 901 112 638 1,651

（　）は再任用短時間勤務職員について外書き

計

会 計 別 定 数

実　配　置　計　画　人　員

普 通 会 計

上 下 水 道 会 計

病 院 会 計

  

(2) 職員研修 

・高い倫理観・使命感、情熱を持ち、チームワークを向上させる職員づくり 

・市民ニーズに敏感かつ的確に反応しうる職員づくり 

・自己啓発に強い意欲を持ち、仕事に積極的に取り組む職員づくり 

・積極果敢に挑戦し、未来を切り拓く職員づくり 

・高いコスト意識と経営感覚を備えた職員づくり 

 

 

  

（単位：人） 
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３ 財政運営の健全化 

令和８年度の財政状況は、歳入において、市税や地方消費税交付金等の増収

が見込まれるものの、地方交付税の減収などにより、一般財源収入の大幅な伸

びは期待できない。  

一方、歳出においては、人件費や扶助費等義務的経費の増嵩に加え、子ど

も・子育て支援の充実、病院事業会計への支援、物価上昇の影響などにより、

財政需要は依然として高い水準にあり、基金を取り崩さざるを得ない厳しい

財政環境に置かれている。  

このため、予算執行にあたっては、更なる歳入確保と経費削減に取り組むと

ともに、個々の事務事業について緊急性・必要性・優先順位をより厳格に見極

めることによって、堅実かつ効果的な財政運営を推進していくものとする。  

 

 

 ４ 財政規模 

令和8年度

年度計画 当初 １月現計 年度

A B C A-C

一般会計 24,505,000 25,590,000 25,861,680 25,779,000 △ 1,274,000 △ 4.2 △ 4.9 

特別会計 11,411,000 10,971,300 11,056,900 11,195,000 216,000 4.0 1.9 

計
（普通会計）

35,916,000 36,561,300 36,918,580 36,974,000 △ 1,058,000 △ 1.8 △ 2.9 

企業会計 17,559,000 18,449,884 18,615,246 18,411,000 △ 852,000 △ 4.8 △ 4.6 

合計 53,475,000 55,011,184 55,533,826 55,385,000 △ 1,910,000 △ 2.8 △ 3.4 

（単位：千円、％）

会計別

令和7年度
増減

伸び率

A/B A/C
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　　Ⅳ　【人】歴史と文化が息づく人とコミュニティを育むまちづくりの再掲内容

17 幼稚園預かり保育事業 124,902

17 心いきいき推進事業 21,545

教育相談推進事業 7,183 (7,183) 千円

不登校問題対策事業 1,026 (1,025) 千円

「心の教室相談員」配置事業 5,185 (5,185) 千円

スクールソーシャルワーク推進事業 7,101 (7,102) 千円

地域人材活用学び支援事業 1,050 (1,050) 千円

15 地域サポート安全対策事業 1,304 生活安全計画

15 グローバル化教育推進事業 28,377

国際理解教育推進事業 28,072 (28,072) 千円

国際理解サポーター派遣事業 305 (305) 千円 地域間交流計画

アートマイル推進事業 0 (0) 千円

2025大阪・関西万博推進事業 0 (0) 千円

17 学校給食費補助金 199,684 全児童等完全無償化
子ども・子育て

支援計画
(13頁)

教育環境計画
(15頁)

防犯ブザーの配布（小学校1年生）
スクールガードリーダー3名配置

子ども・子育て
支援計画

(13頁)

（単位　千円）

頁 事　　　　　　業　　　　　　名 事業費 内　　　　　　　　　　　　容 区分
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物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金事業一覧表 

 

（単位  千円） 

番号 事 業 名 内   容 事業費 

臨 79 高齢者バス運賃助成事業 
バス助成券の交付による高齢者への移動支援 

 75 歳以上の高齢者１人当たり上限 5,000 円 

2,634  

（2,500） 

臨 87 保育料軽減事業 

市立保育所以外の特定教育・保育施設に在籍する

児童（３歳児以上）の給食費（副食費）の一部を

支援 

6,866  

（4,645） 

臨 140 
あこう地域応援デジタル

商品券事業 

デジタル地域商品券発行による市内事業者及び生

活者支援 

102,751  

（102,751） 

臨 156 下水道事業会計繰出金 

下水道使用料について、従量使用料の各区分の額

からそれぞれ５円を控除し、市内事業者及び生活

者を支援 

687,398  

（28,000） 

臨 233 学校給食費補助金 

物価高騰の影響を受ける子育て世帯に対する支援 

幼稚園、中学校の給食費を無償化 

※ 小学校は、国の給食費負担軽減交付金等の

活用により無償化 

199,684  

（84,498） 

臨 時 的 経 費  計 
999,333  

（222,394） 

経－ 公立保育所給食材料費 
市立保育所に在籍する児童（３歳児以上）の給食

費（副食費）の一部を支援 

25,500  

（4,836） 

経 常 的 経 費  計 
25,500  

（4,836） 

 

 
  合 計 

1,024,833  

（227,230） 

 

※（  ）内の金額は、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金充当額 
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保育料軽減事業（給食費軽減）概要 

 

 

１ 趣旨 

現在、特定教育・保育施設給食費軽減として、保育所、認定こども園等の特定教育・保育

施設に在籍している児童のうち、国制度による副食費の免除基準に該当しない３歳児以上の

第３子以降の児童がいる世帯に対し、副食費の一部を支援している。 

令和８年度については、第１子、第２子についても支援の対象とすることにより、子育て

世帯の経済的負担を軽減し、子育て支援の充実を図る。 

 

２ 事業内容 

市内に住所を有し、特定教育・保育施設に在籍する児童のうち、令和８年４月１日におい

て満３歳に達している児童の副食費の一部を支援する。 

 ただし、国制度により副食費が免除となっている場合又は赤穂市学校給食費の無償措置に

関する要綱に基づき給食費の無償措置を受けている場合は除く。 

 

３ 対象児童数 

 ⑴ 市立保育所以外の特定教育・保育施設在籍児童  ７９人（保育料軽減事業） 

⑵ 市立保育所在籍児童              ８６人（公立保育所給食材料費） 

                

４ 事業費 

 保育料軽減事業    ４，６４６千円 

 公立保育所給食材料費 ４，８３６千円  

      計       ９，４８２千円  
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実

こ
ど

も
を

安
心

し
て

産
み

育
て

ら
れ

る
ま

ち
子

育
て

支
援

サ
ー

ビ
ス

の
充

実

学
校

教
育

環
境

の
充

実

こ
ど

も
が

心
身

と
も

に
健

や
か

に
成

長
で

き
る

ま
ち

豊
か

な
心

と
健

康
な

か
ら

だ
の

育
成

推
進

若
者

の
生

活
基

盤
の

安
定

の
た

め
の

支
援

若
者

が
将

来
に

希
望

を
抱

く
こ

と
が

で
き

る
ま

ち

地
域

全
体

で
子

育
て

を
応

援
す

る
ま

ち
地

域
の

子
育

て
力

と
安

全
な

生
活

環
境

の
推

進

仕
事

と
子

育
て

の
両

立
が

で
き

る
環

境
整

備
・

男
女

共
同

参
画

社
会

づ
く

り
推

進
事

業
（

再
掲

）
・

育
児

健
康

支
援

事
業

（
再

掲
）

・
ひ

き
こ

も
り

対
策

推
進

事
業

相
談

体
制

・
情

報
提

供
の

充
実

悩
み

や
不

安
を

抱
え

る
若

者
へ

の
支

援
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　　 赤穂市学校教育等推進体系

 〇印　拡充

 

青少年健全育成の推進

“

”

あ
す
の
赤
穂

を
に
な
う
こ
こ
ろ
豊
か
で
自
立
す
る
人
づ
く
り

地
域
と
の
連
携

環境づくりの構築

健
全
な
心
身
の
育
成

青少年健全育成事業

青少年育成啓発活動事業

学校・家庭・地域の連携 特色ある学校づくり推進事業（再掲）

子育て支援対策の推進

子ども・子育て支援新制度
・幼稚園預かり保育事業
・アフタースクール子ども育成事業
・子育て学習活動推進事業
放課後子ども教室推進事業

健康教育の充実 健康教育の推進
健康診断委託
特定疾患対策事業
腎臓疾患調査・歯科検査

心の教育の充実

生き方を育む教育の推進 心いきいき推進事業

・「心の教室相談員」配置事業
・教育相談推進事業
〇不登校問題対策事業

（教育支援センター等）
・スクールソーシャルワーク推進事業
・地域人材活用学び支援事業

地域サポート安全対策事業
特色ある学校づくり推進事業（再掲）

体験活動の充実
「トライやる・ウィーク」推進事業
環境体験事業
自然学校推進事業

学
校
園
所
教
育
の
推
進

教職員の資質向上 教職員研修の充実 特色ある学校づくり推進事業
教育課程実践研究推進事業
学校業務改善推進事業
教職員表彰

学校園所教育の充実

学校園所

教育課程・保育の充実

特色ある学校づくり推進事業（再掲）
教育課程実践研究推進事業（再掲）
教科書・副読本購入
学習支援教員配置事業
人権教育振興事業
グローバル化教育推進事業
・国際理解教育推進事業
・国際理解サポーター派遣事業
コンピュータCAI研究奨励事業
教育研究所経費

学校体育・文化活動の充実 学校教育総合文化体育活動奨励

部活動活性化推進事業

特別支援教育の充実
幼稚園教育支援委員会
教育支援委員会

入所指導委員会
特別支援教育事業（幼）
特別支援教育推進事業（小中）
・特別支援教育指導補助員配置事業
・特別支援教育振興事業
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学校情報機器整備事業概要（小学校・中学校） 

 

 

１ 趣旨 

市内小中学校の児童生徒の個別最適な学びと協働的な学びを推進するため、国の「ＧＩＧ

Ａスクール構想の実現」に関する補助制度を活用し、１人１台の学習者用コンピュータを更

新整備する。 

 

２ 調達方法 

県内市町の機器の導入コスト軽減及び調達事務手続の簡素化を図り、効率的な教育の情報

化を推進することを目的として設立された兵庫県教育の情報化推進協議会に参加し、共同で

調達を行う。 

 

３ 整備台数 

小学校  ２，１７５台 

中学校  １，２２０台 

 

４ 事業費 

   １８６，７２５千円（１台当たり５５千円） 

 

５ 機器仕様 

項 目 仕 様 

OS Google Chrome OS 

CPU MediaTek Kompanio520同等以上 

ストレージ 32GB以上 

メモリ 4GB以上 

画面 11.6型以上、堅牢性の高いタッチパネルを搭載 

カメラ インカメラ及びアウトカメラ 

バッテリー 10時間以上 

重さ 1.4㎏未満 

保有機能等 

・端末の稼働状況を把握できる機能 

・マルウェアから端末を保護する機能 

・ストレージにデータを暗号化して保存する機能 
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大規模改修事業概要（小学校・中学校） 

 

 

１ 趣旨 

学校施設の経年劣化対策として、建物の安全性確保と長寿命化を図る大規模改修を実施す

るとともに、照明設備ＬＥＤ化による学習環境の向上を図り、安全で快適な教育環境を整備

する。 

 

２ 事業内容 

⑴  小学校 

ア 小学校照明設備改修実施設計（赤穂、城西、塩屋） 

・校舎照明器具ＬＥＤ化 

 

⑵  中学校 

ア 中学校照明設備改修工事（赤穂、赤穂西、坂越、有年） 

・校舎照明器具ＬＥＤ化 

イ 赤穂東中学校屋内運動場改修工事 

・多目的トイレの整備 

・屋根、内外壁、設備機器等の改修 

ウ 赤穂東中学校大規模改修実施設計 

  ・校舎（Ａ棟、Ｃ棟） 

 

３ 事業費 

小学校   ７，３４２千円 

 中学校 ２３１，１００千円  

 計  ２３８，４４２千円 
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○印　拡充

文化活動の推進

・文化財保存顕彰事業（市指定文化財候補物件調査外）

文化財の保護・活用

・民俗資料館の管理運営（文化とみどり財団）

赤穂市文化振興事業推進体系（主要事業）

　市民生活文化の向上や魅力ある生涯学習機会の提供などを求め、芸術文化活動や地域文化の活性化への
期待が高まっている。郷土のもつ歴史文化を活用しつつ、主体的な市民文化活動を展開し、個性豊かな地
域文化を創造していくため、令和８年度は次の事業を計画する。

・文化財普及活用事業（文化財保護連絡員活動外）

・文化財公開活用事業（有年考古館公開経費外）

・地域文化財調査事業（郷土資料アーカイブ外）

・赤穂城跡整備事業（施設修理外)

・歴史博物館の管理運営（文化とみどり財団）

・歴史博物館整備事業

・田淵記念館の管理運営（文化とみどり財団）

・埋蔵文化財調査事業（市内遺跡発掘調査外）

・文化財施設整備事業（田淵氏庭園保存修理補助外）

市民文化の拠点づくり
・文化会館の管理運営（文化とみどり財団）

・文化会館整備事業

・図書館整備事業（図書整備・施設整備外）

・図書館情報化システム事業

・市史等編さん事業

・市民会館整備事業

・公民館整備事業

・海洋科学館の管理運営（文化とみどり財団）

・海洋科学館整備事業

・周辺地区図書館サービス事業（ブック宅配サービス）

・市民文化祭の開催

・市美術展の開催

・観月会の開催

○姉妹都市交流事業 

・塩の国の管理運営（文化とみどり財団）

・文化交流事業 

・文化情報誌・文化図書等の発行（文化とみどり財団）

・公民館事業の実施（子ども教室・高齢者生きがい創造外）

・文化団体・自主学習グループの育成

・文化活動激励金の支給

・図書館事業の実施（読書活動推進事業）

・芸術文化事業の実施（演劇・合唱・音楽教室外）（文化とみどり財団）
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学校給食費補助金概要 

 

 

１ 趣旨 

市内に住所を有する者で、学校給食センターが学校給食を提供する全ての園児、児童及び

生徒の学校給食費を全額無償化することにより、子育て世帯の経済的負担を軽減し、子育て

支援の充実を図る。 

 

２ 事業内容 

学校給食費無償化 

 

３ 対象児童等数 

  ３，２４８人 

 

４ 事業費 

   幼稚園  ２３，８４３千円 

   小学校 １１４，７６１千円 

   中学校  ６１，０８０千円  

    計  １９９，６８４千円 
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特
別
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
新
旧
対
照
表

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
下
線
は
改
正
部
分
を
示
す
。 

現
 
 
 
 
行
 
 
 
 
条
 
 
 
 
例
 

改
 
 
 
 
正
 
 
 
 
条
 
 
 
 
例
 

（
期
末
手
当
等
）
 

第
４
条
 
通
勤
手
当
の
額
は
、
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
３
２
年
赤
穂
市
条
例
第
１
６
３
号
）
の

適
用
を
受
け
る
職
員
の
例
に
よ
る
。
 

２
 
略
 

３
 
期
末
手
当
の
額
は
、
そ
れ
ぞ
れ
前
項
の
基
準
日
現
在
（
同
項
後
段
に
規
定
す
る
者
に
あ
つ
て
は
、
任
期

満
了
、
辞
職
、
死
亡
、
又
は
失
職
の
日
現
在
）
に
お
い
て
、
同
項
に
規
定
す
る
者
が
受
け
る
べ
き
給
料
月

額
及
び
そ
の
給
料
月
額
に
規
則
で
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
の
合
計
額
に
、
６
月
に
支
給
す
る
場
合

に
お
い
て
は
１
０
０
分
の
２
３
０
、
１
２
月
に
支
給
す
る
場
合
に
お
い
て
は
１
０
０
分
の
２
３
５
を
乗
じ

て
得
た
額
に
、
基
準
日
以
前
６
箇
月
以
内
の
期
間
に
お
け
る
そ
の
者
の
在
職
期
間
の
次
の
各
号
に
掲
げ
 

る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
任
期
 
 

満
了
又
は
辞
職
等
に
よ
る
選
挙
又
は
選
任
に
よ
り
、
再
び
職
員
と
な
つ
た
者
の
受
け
る
当
該
期
末
手
当
 

の
額
の
計
算
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
者
は
、
引
き
続
き
職
員
の
職
に
あ
つ
た
も
の
と
み
な
す
。
 

⑴
 

 

～ 
略
 

⑷
 

４
 
略
 

  

（
期
末
手
当
等
）
 

第
４
条
 
通
勤
手
当
の
額
は
、
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
３
２
年
赤
穂
市
条
例
第
１
６
３
号
）
の

適
用
を
受
け
る
職
員
の
例
に
よ
る
。
 

２
 
略
 

３
 
期
末
手
当
の
額
は
、
そ
れ
ぞ
れ
前
項
の
基
準
日
現
在
（
同
項
後
段
に
規
定
す
る
者
に
あ
つ
て
は
、
任
期

満
了
、
辞
職
、
死
亡
、
又
は
失
職
の
日
現
在
）
に
お
い
て
、
同
項
に
規
定
す
る
者
が
受
け
る
べ
き
給
料
月

額
及
び
そ
の
給
料
月
額
に
規
則
で
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
の
合
計
額
に
１
０
０
分
の
２
３
２
．
５
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
を
乗
じ

て
得
た
額
に
、
基
準
日
以
前
６
箇
月
以
内
の
期
間
に
お
け
る
そ
の
者
の
在
職
期
間
の
次
の
各
号
に
掲
げ
 

る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
任
期
 
 

満
了
又
は
辞
職
等
に
よ
る
選
挙
又
は
選
任
に
よ
り
、
再
び
職
員
と
な
つ
た
者
の
受
け
る
当
該
期
末
手
当
 

の
額
の
計
算
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
者
は
、
引
き
続
き
職
員
の
職
に
あ
つ
た
も
の
と
み
な
す
。
 

⑴
 

 

～ 
略
 

⑷
 

４
 
略
 

  
 
 
付
 
則
 

２
９
 
令
和
８
年
４
月
１
日
か
ら
令
和
９
年
１
月
３
１
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
市
長
、
副
市
長
、
教
育
長
及

び
公
営
企
業
管
理
者
の
給
料
月
額
は
、
第
３
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
市
長
に
あ
つ
て
は
同
条
の
給
料

月
額
に
１
０
０
分
の
８
０
を
、
副
市
長
及
び
公
営
企
業
管
理
者
に
あ
つ
て
は
同
条
の
給
料
月
額
に
１
０
０

分
の
９
０
を
、
教
育
長
に
あ
つ
て
は
同
条
の
給
料
月
額
に
１
０
０
分
の
９
５
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

た
だ
し
、
特
別
職
の
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
第
３
条
第
１
項
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
は
、
こ

の
限
り
で
な
い
。
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